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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明フイルム基材上に導電部と開口部とを有する導電性フイルムにおいて、
　前記導電部は、第１方向に沿って形成された複数の波線路が、前記第１方向と直交する
第２方向に配列されてなる主線路パターンと、隣接する波線路間を電気的に接続する複数
の副線路とを有し、
　前記波線路と前記副線路とで区画された部分が前記開口部を構成し、
　前記主線路パターンは、各前記波線路を構成する波線の少なくとも周期が不規則であり
、
　各前記副線路は、前記第２方向に沿って直線状に形成され、
　隣接する波線路の各中心線と、該隣接する波線路間における隣接する副線路の各中心線
とで囲まれる閉区画の形状が四角形であり、
　前記閉区画が多数配列された形態を有し、
　前記閉区画を構成する波線路の中心線による第１辺の長さをＬ１、前記閉区画を構成す
る副線路の中心線による第２辺の長さをＬ２としたとき、
　前記第１辺の長さＬ１と前記第２辺の長さＬ２の比（Ｌ１／Ｌ２）は５以上であり、
　各前記波線路は、前記副線路との交差部を有し、且つ、隣接する前記交差部間において
、少なくとも前記周期が不規則であることを特徴とする導電性フイルム。
【請求項２】
　請求項１記載の導電性フイルムにおいて、
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　前記主線路パターンは、各前記波線路を構成する波線の少なくとも前記周期と振幅がそ
れぞれ不規則であり、
　各前記波線路は、隣接する前記交差部間において、少なくとも前記周期と前記振幅が不
規則であることを特徴とする導電性フイルム。
【請求項３】
　請求項２記載の導電性フイルムにおいて、
　前記主線路パターンは、さらに、隣接する前記波線路間の間隔が不規則であることを特
徴とする導電性フイルム。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の導電性フイルムにおいて、
　一方の前記波線路における前記波線の振幅の最大値が、該一方の前記波線路に隣接する
他方の前記波線路との間の間隔の１／２以下であることを特徴とする導電性フイルム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の導電性フイルムにおいて、
　各前記波線路を構成する波線は、それぞれ半周期毎に不規則性が付与されていることを
特徴とする導電性フイルム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の導電性フイルムにおいて、
　前記主線路パターンは、さらに、各前記波線路の線幅が不規則であり、
　各前記波線路は、隣接する前記交差部間において、さらに、前記線幅が不規則であるこ
とを特徴とする導電性フイルム。
【請求項７】
　請求項１記載の導電性フイルムにおいて、
　各前記閉区画の面積がほぼ同一であることを特徴とする導電性フイルム。
【請求項８】
　請求項１記載の導電性フイルムにおいて、
　各前記閉区画の周囲の長さがほぼ同一であることを特徴とする導電性フイルム。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の導電性フイルムにおいて、
　前記波線路の線幅と前記副線路の線幅とが異なることを特徴とする導電性フイルム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の導電性フイルムにおいて、
　前記波線路の線幅及び前記副線路の線幅は、１００μｍ以下であることを特徴とする導
電性フイルム。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の導電性フイルムにおいて、
　隣接する前記波線路間の間隔が１０００μｍ以下であることを特徴とする導電性フイル
ム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の導電性フイルムを備えたことを特徴とする透明
発熱体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両のデフロスタ（霜取り装置）、窓ガラス等の一部として使用可能で、電
流を流すことで発熱し発熱シートとしても機能し、また、タッチパネル用電極、無機ＥＬ
素子、有機ＥＬ素子又は太陽電池の電極としても使用することができる導電性フイルムと
、該導電性フイルムを備えた透明発熱体に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、視認性および電磁波のシールド性が要求される窓に用いて好適な乗用移動体用窓
として、例えば特許文献１記載の窓が提案されている。この窓は、メッシュ層が設けられ
ており、該メッシュ層は、円の一部を切り欠いた円弧状の導電性を有する線材が格子状に
繰り返し配置され,前記円弧状の線材の端部が、隣接する円弧状の線材の中央部近傍に接
続された形状の配線パターンを有する。すなわち、特許文献１記載のメッシュ層は、規則
性を有する配線パターンにて形成されている。
【０００３】
　また、導電性フイルムに形成される配線パターンとしては、線材を一方向に沿って形成
した一次元方向に成分を持つパターン（特許文献２参照）や、線材を一方向と、他方向（
一方向に対して直交する方向）とに沿って形成した二次元方向に成分をもつ不規則なパタ
ーン（特許文献３参照）が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１３７４５５号公報
【特許文献２】韓国公開特許第１０－２００９－０１１３７５７号公報
【特許文献３】韓国公開特許第１０－２００９－０１１３７５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、配線パターンを例えば車両の窓ガラスに設置する場合、少なくとも回折像の
広がり、断線、配線視認性の３点に注目する必要がある。
【０００６】
　すなわち、配線パターンを例えば車両の窓ガラスに設置した際、二次元方向に成分を持
つパターンによる光の回折像は二次元的に広がりを持って分布する（回折像の広がり）。
一次元方向に成分を持つパターンでは、車両の窓ガラスに発熱体として設置する際に、断
線による面内の発熱むらの悪化の影響がある（断線）。二次元方向に成分を持つパターン
において、配線が有する不規則性が強くなり、配線パターンが視認され易くなる、すなわ
ち、配線視認性が著しく悪化するという問題がある（配線視認性）。
【０００７】
　上述した特許文献１は、二次元方向に成分を持つ規則性を有する配線パターンであるた
め、車両の窓ガラスに適用した場合、光源と配線パターンによる回折像の広がりが問題と
なる。また、規則的なパターンに起因する干渉縞の発生が著しいという問題もある。
【０００８】
　特許文献２は、一次元方向に成分を持つ配線パターンであるため、車両の窓ガラスに設
置される発熱体として適用した場合、線材の断線による発熱量の不均一性を回避すること
ができないという問題がある。
【０００９】
　特許文献３は、二次元方向に成分を持つ不規則な配線パターンであるため、配線パター
ンが著しく目立ち、配線視認性が悪化するという問題がある。
【００１０】
　本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、回折像の広がり、断線、配線
視認性の問題を解消することができ、電流を流すことで発熱シートとして使用する場合に
、発熱効率を向上させることができると共に、車両用灯具や外灯等による光のぎらつきを
防止することができ、車両の窓ガラス等に使用して好適な導電性フイルム及び透明発熱体
を提供することを目的とする。
【００１１】
　また、本発明の他の目的は、タッチパネル用電極、無機ＥＬ素子又は有機ＥＬ素子の電
極として使用した場合に、バックライトによるぎらつき等を防止することができる導電性
フイルムを提供することを目的とする。
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【００１２】
　また、本発明の他の目的は、太陽電池の電極として使用した場合に、電磁波シールド膜
として機能し、さらに、表面抵抗を低く保持して、発電効率の低下を防止することができ
る導電性フイルムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
［１］　第１の本発明に係る導電性フイルムは、複数の導電部と複数の開口部とを有する
導電性フイルムにおいて、前記導電部は、第１方向に沿って形成された複数の波線路が、
前記第１方向と直交する第２方向に配列されてなる主線路パターンと、隣接する波線路間
を電気的に接続する複数の副線路とを有し、前記波線路と前記副線路とで区画された部分
が前記開口部を構成し、前記主線路パターンは、各前記波線路を構成する波線の少なくと
も周期が不規則であることを特徴とする。
【００１４】
　これにより、先ず、二次元方向に成分を持つ配線パターンではあるが、一次元方向に成
分を持つ波線路が不規則性を有するため、回折像の広がりを一次元的な広がりに抑えるこ
とができ、さらに、干渉縞も不鮮明にすることができる。また、隣接する波線路間に複数
の副線路を電気的に接続するようにしているため、一部に断線が生じても、発熱むらの影
響を抑えることができる。しかも、不規則性を有するのは、第１方向に沿って形成された
波線路であるため、配線パターンが目立つということがなくなり、配線視認性を良好にす
ることができる。
【００１５】
　すなわち、本発明においては、回折像の広がり、断線、配線視認性の問題を解消するこ
とができる。その結果、電流を流すことで発熱シートとして使用する場合に、発熱効率を
向上させることができると共に、車両用灯具や外灯等による光のぎらつきを防止すること
ができ、車両の窓ガラス等に使用して好適となる。断線による窓ガラスの交換回数も減ら
すことができ、使用者のランニングコストの低減に寄与することができる。
【００１６】
　また、本発明では、タッチパネル用電極、無機ＥＬ素子又は有機ＥＬ素子の電極として
使用した場合に、バックライトによるぎらつき等を防止することができる。
【００１７】
　また、本発明では、太陽電池の電極として使用した場合に、電磁波シールド膜として機
能し、さらに、表面抵抗を低く保持して、発電効率の低下を防止することができる。
【００１８】
［２］　第１の本発明において、前記主線路パターンは、各波線路を構成する波線の少な
くとも前記周期と振幅がそれぞれ不規則であることを特徴とする。
【００１９】
［３］　第１の本発明において、前記主線路パターンは、さらに、隣接する波線路間の間
隔が不規則であることを特徴とする。
【００２０】
［４］　第１の本発明において、一方の波線路における前記波線の振幅の最大値が、該一
方の波線路に隣接する他方の波線路との間の間隔の１／２以下であることを特徴とする。
【００２１】
［５］　第１の本発明において、各波線路を構成する波線は、それぞれ半周期毎に不規則
性が付与されていることを特徴とする。
【００２２】
［６］　第１の本発明において、前記主線路パターンは、さらに、各波線路の線幅が不規
則であることを特徴とする。
【００２３】
［７］　第１の本発明において、各副線路は、前記第２方向に沿って直線状に形成されて
いることを特徴とする。



(5) JP 5462684 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

【００２４】
［８］　第１の本発明において、隣接する波線路の各中心線と、該隣接する波線路間にお
ける隣接する副線路の各中心線とで囲まれる閉区画の形状が四角形であり、前記閉区画が
多数配列された形態を有することを特徴とする。
【００２５】
［９］　第１の本発明において、各前記閉区画の面積がほぼ同一であることを特徴とする
。
【００２６】
［１０］　第１の本発明において、各前記閉区画の周囲の長さがほぼ同一であることを特
徴とする。
【００２７】
［１１］　第１の本発明において、前記閉区画を構成する波線路の中心線による第１辺の
長さをＬ１、前記閉区画を構成する副線路の中心線による第２辺の長さをＬ２としたとき
、前記第１辺の長さＬ１と前記第２辺の長さＬ２の比（Ｌ１／Ｌ２）は５以上であること
を特徴とする。
【００２８】
［１２］　第１の本発明において、前記波線路の線幅と前記副線路の線幅とが異なること
を特徴とする。
【００２９】
［１３］　第１の本発明において、前記波線路の線幅及び前記副線路の線幅は、１００μ
ｍ以下であることを特徴とする。
【００３０】
［１４］　第１の本発明において、隣接する波線路間の間隔が１０００μｍ以下であるこ
とを特徴とする。
【００３１】
［１５］　第２の本発明に係る透明発熱体は、上述の第１の本発明に係る導電性フイルム
を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３２】
　以上説明したように、本発明に係る導電性フイルム及び透明発熱体によれば、以下の効
果を奏することができる。
【００３３】
（１）　回折像の広がり、断線、配線視認性の問題を解消することができる。その結果、
電流を流すことで発熱シートとして使用する場合に、発熱効率を向上させることができる
と共に、車両用灯具や外灯等による光のぎらつきを防止することができ、車両の窓ガラス
等に使用して好適となる。
【００３４】
（２）　タッチパネル用電極、無機ＥＬ素子又は有機ＥＬ素子の電極として使用した場合
に、バックライトによるぎらつき等を防止することができる。
【００３５】
（３）　太陽電池の電極として使用した場合に、電磁波シールド膜として機能し、さらに
、表面抵抗を低く保持して、発電効率の低下を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本実施の形態に係る導電性フイルムを一部省略して示す断面図である。
【図２】本実施の形態に係る導電性フイルムを一部省略して示す上面図である。
【図３】本実施の形態に係る導電性フイルムの製造方法を示すフローチャートである。
【図４】導電性フイルムを作製するための露光パターンを生成する方法を示すフローチャ
ート（その１）である。
【図５】導電性フイルムを作製するための露光パターンを生成する方法を示すフローチャ
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ート（その２）である。
【図６】導電性フイルムを作製するための露光パターンを生成する方法を示すフローチャ
ート（その３）である。
【図７】図７Ａ～図７Ｅは本実施の形態に係る導電性フイルムの第１の製造方法を示す工
程図である。
【図８】図８Ａ及び図８Ｂは本実施の形態に係る導電性フイルムの第２の製造方法を示す
工程図である。
【図９】図９Ａ及び図９Ｂは本実施の形態に係る導電性フイルムの第３の製造方法を示す
工程図である。
【図１０】本実施の形態に係る導電性フイルムの第４の製造方法を示す工程図である。
【図１１】閉区画の第１辺の長さＬ１及び第２辺の長さＬ２の比（Ｌ１／Ｌ２）の違いに
よる回折像及び配線視認性の官能評価を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明に係る導電性フイルム及び透明発熱体の実施の形態例を図１～図１１を参
照しながら説明する。なお、本明細書において「～」は、その前後に記載される数値を下
限値及び上限値として含む意味として使用される。
【００３８】
　本実施の形態に係る導電性フイルムは、車両のデフロスタ（霜取り装置）や、窓ガラス
等の一部として使用可能である。この導電性フイルムは、電流を流すことで発熱する透明
発熱体としても機能する。
【００３９】
　そして、この導電性フイルム１０は、図１に示すように、透明フイルム基材１２上に導
電部１４と開口部１６とを有する。なお、以下の説明では、導電部１４を配線パターン１
４と記す場合もある。
【００４０】
　導電部１４は、図２に拡大して示すように、第１方向（Ｘ方向）に沿って形成された複
数の波線路２０が、第１方向と直交する第２方向（Ｙ方向）に配列されてなる主線路パタ
ーン２２と、隣接する波線路２０間を電気的に接続する複数の副線路２４とを有する。波
線路２０と副線路２４とで区画された部分が開口部１６を構成する。
【００４１】
　主線路パターン２２における各波線路２０を構成する複数の波線２０ａは、少なくとも
周期が不規則となっている。図２の例では、周期と、振幅と、隣接する波線路間の間隔が
共に不規則になっている例を示す。
【００４２】
　また、本実施の形態では、各波線路２０を構成する複数の波線２０ａは、それぞれ半周
期毎に不規則性が付与されている。すなわち、半周期毎に周期や振幅が異なった波線とさ
れている。ここで、一方の波線路２０における波線２０ａの振幅の最大値は、該一方の波
線路２０に隣接する他方の波線路２０との間の間隔の１／２以下に設定されている。これ
は、隣接する波線路２０間で波線２０ａが重ならないようにするためである。
【００４３】
　各波線路２０は、それぞれ位相も不規則に設定されている。図２の例では、上から１本
目、３本目及び４本目の波線路２０についてはそれぞれ位相０°で開始され、上から２本
目及び５本目の波線路２０についてはそれぞれ位相１８０°で開始された例を示す。
【００４４】
　また、本実施の形態では、図示していないが、各波線２０ａの線幅も不規則になってお
り、半周期毎に異なった線幅に設定されている。
【００４５】
　一方、副線路２４は、第２方向に沿って直線状に形成されている。隣接する一組の波線
路２０間に配線される副線路２４は、配線視認性を考慮した場合、できるだけ少ない方が
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好ましい。本実施の形態では、２～３本に設定してある。
【００４６】
　さらに、主線路パターン２２は、隣接する波線路２０の各中心線Ｌｍと、該隣接する波
線路２０間における隣接する副線路２４の各中心線Ｌｎとで囲まれる閉区画２６の形状が
四角形であり、この閉区画２６が多数配列された形態を有する。図２の例では、各閉区画
２６の面積がほぼ同一であり、また、各閉区画２６の周囲の長さがほぼ同一である例を示
す。ここで、「ほぼ同一」としたのは、製造ばらつきを考慮したものであって、理想的に
は、各閉区画２６の面積が同一であり、また、各閉区画２６の周囲の長さが同一であるこ
とが望ましい。
【００４７】
　また、波線路２０の中心線Ｌｍによる第１辺の長さをＬ１、閉区画２６を構成する副線
路２４の中心線Ｌｎによる第２辺の長さをＬ２としたとき、第１辺の長さＬ１と第２辺の
長さＬ２の比（Ｌ１／Ｌ２）は５以上であることが好ましい。
【００４８】
　また、波線路２０の線幅と副線路２４の線幅とが異なるようにしてもよい。波線路２０
の線幅を副線路２４の線幅よりも太くすれば、副線路２４が目立たなくなるため、配線視
認性を向上させる上で、また、表面抵抗を低くする上で好ましい。反対に、副線路２４の
線幅を波線路２０の線幅よりも太くすれば、透明発熱体とした場合に、波線路２０の断線
による発熱量の影響を小さく抑える上で好ましい。もちろん、隣接する波線路２０間の間
隔を狭くすることで、断線による影響を小さく抑えることができる。
【００４９】
　但し、波線路２０や副線路２４の線幅を太くしたり、隣接する波線路２０間の間隔を狭
くする場合、可視光透過率が低下するため、可視光透過率が７０～８０％を維持できる程
度に調整することが好ましい。この場合、波線路２０の線幅及び副線路２４の線幅は、１
００μｍ以下であることが好ましく、隣接する波線路２０間の間隔が１０００μｍ以下で
あることが好ましい。
【００５０】
　このように、本実施の形態に係る導電性フイルム１０及び透明導電体においては、第１
方向と第２方向に成分を持つ配線パターン１４ではあるが、第１方向に成分を持つ波線路
２０が不規則性を有するため、回折像の広がりを一次元的な広がりに抑えることができ、
さらに、干渉縞も不鮮明にすることができる。また、隣接する波線路２０間に複数の副線
路２４を電気的に接続するようにしているため、一部に断線が生じても、発熱むらの影響
を抑えることができる。しかも、不規則性を有するのは、第１方向に沿って形成された波
線路２０であるため、配線パターン１４が目立つということがなくなり、配線視認性を良
好にすることができる。
【００５１】
　すなわち、本実施の形態においては、回折像の広がり、断線、配線視認性の問題を解消
することができる。その結果、電流を流すことで透明発熱体として使用する場合に、発熱
効率を向上させることができると共に、車両用灯具や外灯等による光のぎらつきを防止す
ることができ、車両の窓ガラス等に使用して好適となる。断線による窓ガラスの交換回数
も減らすことができ、使用者のランニングコストの低減に寄与することができる。
【００５２】
　また、本実施の形態では、タッチパネル用電極、無機ＥＬ素子又は有機ＥＬ素子の電極
として使用した場合に、バックライトによるぎらつき等を防止することができる。
【００５３】
　また、本実施の形態では、太陽電池の電極として使用した場合に、電磁波シールド膜と
して機能し、さらに、表面抵抗を低く保持して、発電効率の低下を防止することができる
。
【００５４】
　次に、本実施の形態に係る導電性フイルム１０の製造方法について図３～図１０を参照
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しながら説明する。
【００５５】
　先ず、図３のステップＳ１において、感光材料を作製する。感光材料としては、後述す
るように、透明フイルム基材１２と、該透明フイルム基材１２上に設けられた銀塩感光層
とを有する感光材料や、上面に銅箔が形成された透明フイルム基材１２と、銅箔上に形成
されたフォトレジスト膜とを有する感光材料等が挙げられる。
【００５６】
　ステップＳ２において、パターン生成装置にて露光パターン（導電部１４の配線パター
ン：描画データ）を生成する。
【００５７】
　ステップＳ３において、生成された露光パターンに対応したマスクパターンを有するマ
スクを作製し、露光装置からマスクパターンを介して光を感光材料（銀塩感光層やフォト
レジスト層）に照射することで、感光材料に前記露光パターンを露光する。あるいは、生
成された露光パターンを露光装置に入力し、該露光装置のデジタル書込み露光によって感
光材料に前記露光パターンを露光する。なお、感光材料が銀塩感光層やネガ型のフォトレ
ジスト層を有する場合は、露光パターンと対向する部位を露光し、感光材料がポジ型のフ
ォトレジスト層を有する場合は、露光パターンと対向しない部位（すなわち、反転パター
ン）を露光する。
【００５８】
　ステップＳ４において、感光材料を現像処理して、透明フイルム基材１２上に露光パタ
ーンに沿ったパターンを有する導電部１４を形成する。この段階で、導電性フイルム１０
が完成する。
【００５９】
　その後、ステップＳ５において、例えばフロントガラスを構成する２枚の貼合せガラス
の間に導電性フイルム１０を、透明発熱体として設置する。
【００６０】
　ここで、パターン生成装置による露光パターンの生成方法について図４～図６を参照し
ながら説明する。パターン生成装置は、コンピュータにて構成され、キーボードやマウス
等の入力装置、ハードディスク、擬似乱数発生部、露光パターンが描画される画像メモリ
、各種レジスタ、入出力インターフェース等を有する。
【００６１】
　先ず、図４のステップＳ１０１において、基準となる初期関数をパターン生成装置に入
力する。これは、オペレータによる入力装置からの操作入力によってもよいし、パターン
生成のプログラム起動時に、例えばハードディスクに予め記憶されている初期関数を読み
出してもよい。
【００６２】
　ステップＳ１０２において、初期設定を行う。初期設定としては、画像メモリに対する
描画開始位置（アドレス）の初期設定、１つの波線路２０に含まれる半周期の波線２０ａ
の個数Ｎａ、波線路２０の本数Ｎｂ、隣接する一組の波線路２０間に配線される副線路２
４の本数Ｎｃ、閉区画２６の面積（又は閉区画２６の全周の長さ）、各種不規則性のパラ
メータの設定が挙げられる。
【００６３】
　不規則性のパラメータは、波線２０ａの周期等の変動幅を示すもので、例えば初期関数
が正弦波関数であれば、正弦波の周期の変動幅、正弦波の振幅の変動幅、線幅の変動幅、
隣接する波線路２０間の間隔の変動幅、各１本目の副線路の描画位置の変動幅であり、最
大何パーセントまで許容するかで規定する。
【００６４】
　ステップＳ１０３において、生成した波線路２０の本数の計数に用いるカウンタｉに初
期値「１」をセットする。
【００６５】



(9) JP 5462684 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

　ステップＳ１０４において、生成した半周期の波線２０ａの個数の計数に用いるカウン
タｊに初期値「１」をセットする。
【００６６】
　ステップＳ１０５において、ｉ番目の波線路２０におけるｊ番目の半周期の波線２０ａ
の周期を設定する。このとき、２回の乱数発生が行われる。
【００６７】
　１回目は変動方向（正負）を設定する乱数であり、０～１００のうち、ランダムに発生
したいずれか１つの数字である。この乱数が０～５０のいずれかであれば、「負」に設定
し、乱数が５１～１００のいずれかであれば、「正」に設定する。
【００６８】
　２回目は変動幅を設定する乱数である。例えば上述した初期設定で基準の正弦波関数の
半周期を１．３５ｍｍ、変動幅を５０％に設定した場合、波線２０ａの半周期は、２回目
の乱数をｎとしたとき、１回目の乱数が負を示すのであれば、１．３５×（１－０．５×
（ｎ／１００））ｍｍとなる。１回目の乱数が正を示す場合は、１．３５×（１＋０．５
×（ｎ／１００））ｍｍとなる。従って、このステップＳ１０５では、波線２０ａの半周
期として、０．６７５～２．０２５ｍｍのうち、いずれかの数字に設定されることになる
。
【００６９】
　ステップＳ１０６において、半周期の波線２０ａの振幅を設定する。この場合も２回の
乱数発生が行われる。１回目は、ステップＳ１０５と同様に、変動方向（正負）を設定す
る乱数である。
【００７０】
　２回目は、振幅の変動幅を設定する乱数である。例えば上述した初期設定で基準の正弦
波関数の振幅を０．５ｍｍ、変動幅を３０％に設定した場合、半周期の波線２０ａの振幅
は、２回目の乱数をｎとしたとき、１回目の乱数が負を示すのであれば、０．５×（１－
０．３×（ｎ／１００））ｍｍとなる。１回目の乱数が正を示す場合は、０．５×（１＋
０．３×（ｎ／１００））ｍｍとなる。従って、このステップＳ１０６では、半周期の波
線２０ａの振幅として、０．３５～０．６５ｍｍのうち、いずれかの数字に設定されるこ
とになる。
【００７１】
　ステップＳ１０７において、半周期の波線２０ａの線幅を設定する。この場合も２回の
乱数発生が行われる。１回目は、ステップＳ１０５と同様に、変動方向（正負）を設定す
る乱数である。
【００７２】
　２回目は、線幅の変動幅を設定する乱数である。例えば上述した初期設定で基準の正弦
波関数の線幅を２０μｍ、変動幅を２０％に設定した場合、半周期の波線２０ａの振幅は
、２回目の乱数をｎとしたとき、１回目の乱数が負を示すのであれば、２０×（１－０．
２×（ｎ／１００））μｍとなる。１回目の乱数が正を示す場合は、２０×（１＋０．２
×（ｎ／１００））μｍとなる。従って、このステップＳ１０７では、半周期の波線２０
ａの線幅として、１６～２４μｍのうち、いずれかの数字に設定されることになる。
【００７３】
　ステップＳ１０８において、半周期の波線２０ａの位相を設定する。このとき、１回の
乱数発生が行われる。この乱数も上述と同様に、０～１００のうち、ランダムに発生した
いずれか１つの数字であり、この乱数が０～５０のいずれかであれば、位相０°に設定し
、乱数が５１～１００のいずれかであれば、位相１８０°に設定する。
【００７４】
　ステップＳ１０９において、設定後の半周期の波線２０ａ（ｉ番目の波線路２０におけ
るｊ番目の半周期の波線２０ａ）を、画像メモリのうち、設定された描画開始位置から描
画する。上述した各種パラメータの設定の説明では、実際の露光パターンが把握できるよ
うに実測値で示したが、この画像メモリへの描画では、実測値をスクリーン座標にアフィ
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ン変換して行われる。以下同様である。なお、露光装置への露光パターンの送出の際には
、画像メモリに描画されたパターンが実測値に基づいた大きさに変換されて露光装置に供
給されることになる。あるいは、画像メモリに描画されたパターンが露光装置に供給され
た後に、該露光装置において実測値に基づいた大きさに変換される。
【００７５】
　ステップＳ１１０において、カウンタｊの値を＋１更新する。
【００７６】
　ステップＳ１１１において、ｉ番目の波線路２０について、全ての半周期の波線２０ａ
の描画が終了したか否かが判別される。この判別は、カウンタｊの値が半周期の波線２０
ａの個数Ｎａを超えたかどうかで行われる。終了していなければ、ステップＳ１１２に進
み、描画開始位置を、ステップＳ１０９にて描画した半周期の波線２０ａの周期だけ第１
方向（Ｘ方向）に移動させた位置に設定（更新）する。その後、ステップＳ１０５に戻り
、該ステップＳ１０５以降の処理、すなわち、次の半周期の波線２０ａの設定、描画を行
う。
【００７７】
　ｉ番目の波線路２０について、全ての半周期の波線２０ａの描画が終了した段階で、図
５のステップＳ１１３に進み、カウンタｉの値を＋１更新する。
【００７８】
　ステップＳ１１４において、ｉ番目の波線路２０について、全ての半周期の波線２０ａ
の描画が終了したか否かが判別される。この判別は、カウンタｉの値が波線路の本数Ｎｂ
を超えたかどうかで行われる。終了していなければ、ステップＳ１１５に進み、隣接する
波線路間の間隔を設定する。この場合も２回の乱数発生が行われる。１回目は、ステップ
Ｓ１０５と同様に、変動方向（正負）を設定する乱数である。
【００７９】
　２回目は、波線路２０間の間隔の変動幅を設定する乱数である。例えば上述した初期設
定で波線路２０間の間隔の基準値を２．７ｍｍ、変動幅を１０％に設定した場合、波線路
２０間の間隔は、２回目の乱数をｎとしたとき、１回目の乱数が負を示すのであれば、２
．７×（１－０．１×（ｎ／１００））ｍｍとなる。１回目の乱数が正を示す場合は、２
．７×（１＋０．１×（ｎ／１００））ｍｍとなる。従って、このステップＳ１１５では
、波線路２０間の間隔として、２．４３～２．９７ｍｍのうち、いずれかの数字に設定さ
れることになる。
【００８０】
　ステップＳ１１６において、行間テーブルのｉ番目のレコードに、ステップＳ１１５に
て設定した波線路２０間の間隔の情報を格納する。
【００８１】
　ステップＳ１１７において、描画開始位置を、ｉ番目の波線路の先頭位置からステップ
Ｓ１１５にて設定した波線路２０の間隔だけ第２方向（Ｙ方向）に移動させた位置に設定
する。その後、図４のステップＳ１０４に戻り、該ステップＳ１０４以降の処理、すなわ
ち、次の波線路２０の設定、描画を行う。
【００８２】
　全ての波線路２０の描画が終了した段階で、図５のステップＳ１１８に進み、隣接する
波線路２０間を行間と定義したとき、生成した波線路２０の行間数の計数に用いるカウン
タｋに初期値「１」をセットする。
【００８３】
　ステップＳ１１９において、ｋ番目の行間に描画する１本目の副線路２４の描画開始位
置（第１方向の座標）を設定する。このとき、１回の乱数発生が行われる。例えば上述し
た初期設定で基準の正弦波関数の半周期を１．３５ｍｍ、波線の個数Ｎｂを１２０本とし
、変動幅を２０％に設定した場合、乱数をｎとしたとき、１本目の副線路２４の描画開始
位置は、第１方向の原点（各波線路２０の第１方向の描画開始位置）から１．３５×１２
０×０．２×（ｎ／１００）ｍｍの位置となる。
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【００８４】
　ステップＳ１２０において、ｋ番目の行間を構成する隣接する波線路２０と、ステップ
Ｓ１１９にて設定された描画開始位置を延長した線との交点（第２方向に並ぶ２つの交点
）の位置を求める。
【００８５】
　ステップＳ１２１において、ステップＳ１２１にて求めた交点間に副線路２４を描画す
る。
【００８６】
　ステップＳ１２２において、１つの行間に描画される２本目以降の副線路２４の本数の
計数に用いるカウンタｐに初期値「１」をセットする。
【００８７】
　ステップＳ１２３において、行間テーブルに登録された隣接する波線間の間隔のうち、
ｋ番目の行間に対応する間隔の情報を読み出す。
【００８８】
　ステップＳ１２４において、読み出した間隔の情報と予め設定されている閉区画２６の
面積（又は閉区画２６の全周の長さ）に基づいて隣接する副線路２４間の距離（Ｌ１）を
求める。
【００８９】
　ステップＳ１２５において、現在の描画開始位置に、ステップＳ１２３にて求めた副線
路２４間の距離を加算した位置を描画開始位置に設定（更新）する。
【００９０】
　ステップＳ１２６において、ｋ番目の行間を構成する隣接する波線路２０と、ステップ
Ｓ１２５にて設定された描画開始位置を延長した線との交点（第２方向に並ぶ２つの交点
）の位置を求める。
【００９１】
　ステップＳ１２７において、ステップＳ１２６にて求めた交点間に副線路２４を描画す
る。
【００９２】
　図６のステップＳ１２８において、カウンタｐを＋１更新する。
【００９３】
　ステップＳ１２９において、２本目以降の副線路の描画が終了したか否かが判別される
。この判別は、カウンタｐの値が副線路２４の本数Ｎｃから１を差し引いた数（Ｎｂ－１
）を超えたかどうかで行われる。終了していなければ、図５のステップＳ１２３に戻り、
該ステップＳ１２３以降の処理、すなわち、次の副線路２４の設定、描画を行う。
【００９４】
　ｋ番目の行間について、全ての副線路２４の描画が終了した段階で、図６のステップＳ
１３０に進み、カウンタｋの値を＋１更新する。
【００９５】
　ステップＳ１３１において、全ての行間における副線路２４の描画が終了したか否かが
判別される。この判別は、カウンタｋの値が全行間数（波線路２０の本数Ｎｂ－１）を超
えたかどうかで行われる。終了していなければ、図５のステップＳ１１９に戻り、該ステ
ップＳ１１９以降の処理、すなわち、次の行間における副線路２４の設定、描画を行う。
【００９６】
　全ての行間における副線路２４の描画が終了した段階で、次のステップＳ１３１に進み
、画像メモリに描画されているパターン（露光パターン）を露光装置に出力する。この段
階で、パターン生成処理が終了する。
【００９７】
　次に、上述した図３の工程に基づいた導電性フイルムの具体的な製造方法について図７
Ａ～図１０を参照しながら説明する。
【００９８】
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　第１の製造方法は、透明フイルム基材１２上に設けられた銀塩感光層を露光し、現像、
定着することによって形成された金属銀部と、該金属銀部に担持された導電性金属にて導
電部１４（配線パターン）を形成する。
【００９９】
　具体的には、図７Ａに示すように、ハロゲン化銀３６（例えば臭化銀粒子、塩臭化銀粒
子や沃臭化銀粒子）をゼラチン３８に混ぜてなる銀塩感光層４０を透明フイルム基材１２
上に塗布して感光材料を得る。なお、図７Ａ～図７Ｃでは、ハロゲン化銀３６を「粒々」
として表記してあるが、あくまでも本発明の理解を助けるために誇張して示したものであ
って、大きさや濃度等を示したものではない。
【０１００】
　その後、図７Ｂに示すように、銀塩感光層４０に対して導電部１４の形成に必要な露光
を行う。すなわち、図４～図６に示すパターン生成処理を経て得られた露光パターンに対
応したマスクパターンを介して光を銀塩感光層４０に照射する。あるいは、銀塩感光層４
０に対するデジタル書込み露光によって、銀塩感光層４０に、前記パターン生成処理にて
生成された露光パターンを露光する。ハロゲン化銀３６は、光エネルギーを受けると感光
して「潜像」と称される肉眼では観察できない微小な銀核を生成する。
【０１０１】
　その後、潜像を肉眼で観察できる可視化された画像に増幅するために、図７Ｃに示すよ
うに、現像処理を行う。具体的には、潜像が形成された銀塩感光層４０を現像液（アルカ
リ性溶液と酸性溶液のどちらもあるが通常はアルカリ性溶液が多い）にて現像処理する。
この現像処理とは、ハロゲン化銀粒子ないし現像液から供給された銀イオンが現像液中の
現像主薬と呼ばれる還元剤により潜像銀核を触媒核として金属銀に還元されて、その結果
として潜像銀核が増幅されて可視化された銀画像（現像銀４２）を形成する。
【０１０２】
　現像処理を終えたあとに銀塩感光層４０中には光に感光できるハロゲン化銀３６が残存
するのでこれを除去するために図７Ｄに示すように定着処理液（酸性溶液とアルカリ性溶
液のどちらもあるが通常は酸性溶液が多い）により定着を行う。
【０１０３】
　この定着処理を行うことによって、露光された部位には金属銀部４４が形成され、露光
されていない部位にはゼラチン３８のみが残存し、光透過性部４６となる。すなわち、透
明フイルム基材１２上に金属銀部４４と光透過性部４６との組み合わせが形成されること
になる。
【０１０４】
　ハロゲン化銀３６として臭化銀を用い、チオ硫酸塩で定着処理した場合の定着処理の反
応式は以下の通りである。
【０１０５】
　　ＡｇＢｒ（固体）＋２個のＳ2Ｏ3イオン　→　Ａｇ（Ｓ2Ｏ3）2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（易水溶性錯体）
　すなわち、２個のチオ硫酸イオンＳ2Ｏ3とゼラチン３８中の銀イオン（ＡｇＢｒからの
銀イオン）が、チオ硫酸銀錯体を生成する。チオ硫酸銀錯体は水溶性が高いのでゼラチン
３８中から溶出されることになる。その結果、現像銀４２が金属銀部４４として定着され
て残ることになる。
【０１０６】
　従って、現像工程は、潜像に対し還元剤を反応させて現像銀４２を析出させる工程であ
り、定着工程は、現像銀４２にならなかったハロゲン化銀３６を水に溶出させる工程であ
る。詳細は、Ｔ．Ｈ．Ｊａｍｅｓ，　Ｔｈｅ　Ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｈｏｔｏ
ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓ，　４ｔｈ　ｅｄ．，　Ｍａｃｍｉｌｌｉａｎ　Ｐｕｂ
ｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，Ｉｎｃ，　ＮＹ，Ｃｈａｐｔｅｒ１５，　ｐｐ．４３８－４４
２．　１９７７を参照されたい。
【０１０７】
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　なお、現像処理は多くの場合アルカリ性溶液で行われることから、現像処理工程から定
着処理工程に入る際に、現像処理にて付着したアルカリ溶液が定着処理溶液（多くの場合
は酸性溶液である）に持ち込まれるため、定着処理液の活性が変わるといった問題がある
。また、現像処理槽を出た後、膜に残留した現像液により意図しない現像反応がさらに進
行する懸念もある。そこで、現像処理後で、定着処理工程に入る前に、酢酸（酢）溶液等
の停止液で銀塩感光層４０を中和もしくは酸性化することが好ましい。
【０１０８】
　そして、図７Ｅに示すように、例えばめっき処理（無電解めっきや電気めっきを単独な
いし組み合わせる）を行って、金属銀部４４のみに導電性金属４８を担持させることによ
って、透明フイルム基材１２上に金属銀部４４と、該金属銀部４４に担持された導電性金
属４８にて導電部１４が形成され、光透過性部４６が開口部１６となる。すなわち、透明
フイルム基材１２上に、図２に示すように、第１方向（Ｘ方向）に沿って形成された複数
の波線路２０が、第１方向と直交する第２方向（Ｙ方向）に配列されてなる主線路パター
ン２２と、隣接する波線路２０間を電気的に接続する複数の副線路２４とを有する導電部
１４が形成される。
【０１０９】
　ここで、上述した銀塩感光層４０を用いた方法（銀塩写真技術）と、フォトレジストを
用いた方法（レジスト技術）との違いを説明する。
【０１１０】
　レジスト技術では、露光処理により光重合開始剤が光を吸収して反応が始まりフォトレ
ジスト膜（樹脂）自体が重合反応して現像液に対する溶解性の増大又は減少させ、現像処
理により露光部分又は未露光部分の樹脂を除去する。なお、レジスト技術で現像液とよば
れる液は還元剤を含まず、未反応の樹脂成分を溶解する例えばアルカリ性溶液である。一
方、本発明の銀塩写真技術の露光処理では上記に記載したように、光を受けた部位のハロ
ゲン化銀３６内において発生した光電子と銀イオンからいわゆる「潜像」と呼ばれる微小
な銀核が形成され、その潜像銀核が現像処理（この場合の現像液は必ず現像主薬と呼ばれ
る還元剤を含む）により増幅されて可視化された銀画像になる。このように、レジスト技
術と銀塩写真技術とでは、露光処理から現像処理での反応が全く異なる。
【０１１１】
　レジスト技術の現像処理では露光部分又は未露光部分の重合反応しなかった樹脂部分が
除去される。一方、銀塩写真技術の現像処理では、潜像を触媒核にして現像液に含まれる
現像主薬と呼ばれる還元剤により還元反応がおこり、目に見える大きさまで現像銀４２が
成長するものであって、未露光部分のゼラチン３８の除去は行われない。このように、レ
ジスト技術と銀塩写真技術とでは、現像処理での反応も全く異なる。
【０１１２】
　なお、未露光部分のゼラチン３８に含まれるハロゲン化銀３６は、その後の定着処理に
よって溶出されるものであって、ゼラチン３８自体の除去は行われない。
【０１１３】
　このように、銀塩写真技術では反応（感光）主体がハロゲン化銀であるのに対し、レジ
スト技術では光重合開始剤である。また、現像処理では、銀塩写真技術ではバインダ（ゼ
ラチン３８）は残存するが、レジスト技術ではバインダがなくなる。このような点で、銀
塩写真技術とフォトレジスト技術は大きく相違する。
【０１１４】
　その他の製造方法（第２の製造方法）としては、図８Ａに示すように、例えば透明フイ
ルム基材１２上に形成された銅箔５０上のフォトレジスト膜５２を形成して感光材料を得
る。その後、感光材料に対して露光を行う。すなわち、図４～図６に示すパターン生成処
理を経て得られた露光パターンに対応したマスクパターンを介して光をフォトレジスト膜
５２に照射する。あるいは、フォトレジスト膜５２に対するデジタル書込み露光によって
、フォトレジスト膜５２に、パターン生成装置にて生成された露光パターンを露光する。
その後、現像処理することで、透明フイルム基材１２上に導電部１４に対応したレジスト
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パターン５４を形成し、図８Ｂに示すように、レジストパターン５４から露出する銅箔５
０をエッチングする。この段階で、銅箔による導電部１４が形成される。すなわち、透明
フイルム基材１２上に、図２に示すように、第１方向（Ｘ方向）に沿って形成された複数
の波線路２０が、第１方向と直交する第２方向（Ｙ方向）に配列されてなる主線路パター
ン２２と、隣接する波線路２０間を電気的に接続する複数の副線路２４とを有する導電部
１４が形成される。
【０１１５】
　また、第３の製造方法としては、図９Ａに示すように、透明フイルム基材１２上に金属
微粒子を含むペースト５６を印刷し、図９Ｂに示すように、ペースト５６に金属めっき５
８を行うことによって、導電部１４を形成するようにしてもよい。
【０１１６】
　あるいは、第４の製造方法として、図１０に示すように、透明フイルム基材１２に、図
４～図６に示すパターン生成処理を経て得られた露光パターンに対応した配線パターン１
４をスクリーン印刷版又はグラビア印刷版によって印刷形成するようにしてもよい。
【０１１７】
　次に、本実施の形態に係る導電性フイルム１０において、特に好ましい態様であるハロ
ゲン化銀写真感光材料を用いる導電性金属薄膜の作製方法を中心にして述べる。
【０１１８】
　本実施の形態に係る導電性フイルム１０は、上述したように、透明フイルム基材１２上
に感光性ハロゲン化銀塩を含有する乳剤層を有する感光材料を露光し、現像処理を施すこ
とによって露光部及び未露光部に、それぞれ金属銀部４４及び光透過性部４６を形成し、
さらに金属銀部４４に物理現像及び／又はめっき処理を施すことによって金属銀部４４に
導電性金属４８を担持させることで製造することができる。
【０１１９】
　本実施の形態に係る導電性フイルム１０の形成方法は、感光材料と現像処理の形態によ
って、次の３通りの形態が含まれる。
【０１２０】
（１）　物理現像核を含まない感光性ハロゲン化銀黒白感光材料を化学現像又は熱現像し
て金属銀部４４を該感光材料上に形成させる態様。
【０１２１】
（２）　物理現像核をハロゲン化銀乳剤層中に含む感光性ハロゲン化銀黒白感光材料を溶
解物理現像して金属銀部４４を該感光材料上に形成させる態様。
【０１２２】
（３）　物理現像核を含まない感光性ハロゲン化銀黒白感光材料と、物理現像核を含む非
感光性層を有する受像シートを重ね合わせて拡散転写現像して金属銀部４４を非感光性受
像シート上に形成させる態様。
【０１２３】
　上記（１）の態様は、一体型黒白現像タイプであり、感光材料上に電磁波シールドフイ
ルムや光透過性導電膜等の透光性導電性膜が形成される。得られる現像銀は化学現像銀又
は熱現像銀であり、高比表面のフィラメントである点で後続するめっき又は物理現像過程
で活性が高い。
【０１２４】
　上記（２）の態様は、露光部では、物理現像核近縁のハロゲン化銀粒子が溶解されて現
像核上に沈積することによって感光材料上に透光性電磁波シールド膜や光透過性導電性膜
等の透光性導電性膜が形成される。これも一体型黒白現像タイプである。現像作用が、物
理現像核上への析出であるので高活性であるが、現像銀は比表面は小さい球形である。
【０１２５】
　上記（３）の態様は、未露光部においてハロゲン化銀粒子が溶解されて拡散して受像シ
ート上の現像核上に沈積することによって受像シート上に電磁波シールドフイルムや光透
過性導電性膜等の透光性導電性膜が形成される。いわゆるセパレートタイプであって、受
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像シートを感光材料から剥離して用いる態様である。
【０１２６】
　いずれの態様もネガ型現像処理及び反転現像処理のいずれの現像を選択することもでき
る（拡散転写方式の場合は、感光材料としてオートポジ型感光材料を用いることによって
ネガ型現像処理が可能となる）。
【０１２７】
　ここでいう化学現像、熱現像、溶解物理現像、拡散転写現像は、当業界で通常用いられ
ている用語どおりの意味であり、写真化学の一般教科書、例えば菊地真一著「写真化学」
（共立出版社、１９５５年刊行）、Ｃ．Ｅ．Ｋ．Ｍｅｅｓ編「Ｔｈｅ　Ｔｈｅｏｒｙ　ｏ
ｆ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ，　４ｔｈ　ｅｄ．」（Ｍｃｍｉｌ
ｌａｎ社、１９７７年刊行）に解説されている。本件は液処理に係る発明であるが、その
他の現像方式として熱現像方式を適用する技術も参考にすることができる。例えば、特開
２００４－１８４６９３号、同２００４－３３４０７７号、同２００５－０１０７５２号
の各公報、特願２００４－２４４０８０号、同２００４－０８５６５５号の各明細書に記
載された技術を適用することができる。
【０１２８】
（感光材料）
　被めっき素材としての感光材料（感光ウエブ）は、例えば、透明フイルム基材１２上に
銀塩（例えばハロゲン化銀）が含有した銀塩含有層を設けた長尺フレキシブル基材である
。また、銀塩含有層上には保護層が設けられていてもよく、この保護層とは例えばゼラチ
ンや高分子ポリマーといったバインダーからなる層を意味し、擦り傷防止や力学特性を改
良する効果を発現するために銀塩含有層上に形成される。保護層の厚みは０．０２～２０
μｍであることが好ましい。
【０１２９】
　これらの銀塩含有層や保護層の組成等は、銀塩写真フィルム、印画紙、印刷製版用フィ
ルム、フォトマスク用エマルジョンマスク等に適用されるハロゲン化銀乳剤層（銀塩含有
層）や保護層を適宜適用することができる。
【０１３０】
　特に、感光材料としては、銀塩写真フィルム（銀塩感光材料）が好ましく、白黒銀塩写
真フィルム（白黒銀塩感光材料）が最もよい。また、銀塩含有層に適用する銀塩としては
、特にハロゲン化銀が最も好適である。なお、感光材料の幅は、例えば、２０ｃｍ以上と
し、厚みは５０～２００μｍとすることがよい。
【０１３１】
［透明フイルム基材１２］
　本実施の形態の製造方法に用いられる感光材料の透明フイルム基材１２としては、プラ
スチックフイルム等を用いることができる。
【０１３２】
　上記プラスチックフイルムの原料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）、及びポリエチレンナフタレート等のポリエステル類；ポリエチレン（ＰＥ）、ポ
リプロピレン（ＰＰ）、ポリスチレン、ＥＶＡ等のポリオレフィン類；ポリ塩化ビニル、
ポリ塩化ビニリデン、ＰＶＢ等のビニル系樹脂；その他、ポリエーテルエーテルケトン（
ＰＥＥＫ）、ポリサルホン（ＰＳＦ）、ポリエーテルサルホン（ＰＥＳ）、ポリカーボネ
ート（ＰＣ）、ポリアミド、ポリイミド、アクリル樹脂、トリアセチルセルロース（ＴＡ
Ｃ）等を用いることができる。
【０１３３】
　本実施の形態においては、透光性、耐熱性、取り扱い易さ及び価格の点から、上記プラ
スチックフイルムはポリエチレンテレフタレートフイルム又はトリアセチルセルロース（
ＴＡＣ）であることが好ましい。
【０１３４】
　窓ガラス用の透明発熱体では透光性が要求されるため、透明フイルム基材１２の透光性
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は高いことが望ましい。この場合におけるプラスチックフイルムの全可視光透過率は７０
～１００％が好ましく、さらに好ましくは８５～１００％であり、特に好ましくは９０～
１００％である。また、本発明では、前記プラスチックフイルムとして本発明の目的を妨
げない程度に着色したものを用いることもできる。
【０１３５】
　本実施の形態におけるプラスチックフイルムは、単層で用いることもできるが、２層以
上を組み合わせた多層フイルムとして用いることも可能である。
【０１３６】
［保護層］
　用いられる感光材料は、後述する乳剤層上に保護層を設けていてもよい。本実施の形態
において「保護層」とは、ゼラチンや高分子ポリマーといったバインダからなる層を意味
し、擦り傷防止や力学特性を改良する効果を発現するために感光性を有する乳剤層に形成
される。上記保護層はめっき処理する上では設けない方が好ましく、設けるとしても薄い
方が好ましい。その厚みは０．２μｍ以下が好ましい。上記保護層の塗布方法の形成方法
は特に限定されず、公知の塗布方法を適宜選択することができる。
【０１３７】
［乳剤層］
　本実施の形態の製造方法に用いられる感光材料は、透明フイルム基材１２上に、光セン
サとして銀塩を含む乳剤層（銀塩含有層）を有することが好ましい。本実施の形態におけ
る乳剤層には、銀塩のほか、必要に応じて、染料、バインダ、溶媒等を含有することがで
きる。
【０１３８】
　＜銀塩＞
　本実施の形態で用いられる銀塩としては、ハロゲン化銀等の無機銀塩が好ましく、特に
銀塩がハロゲン化銀写真感光材料用ハロゲン化銀粒子の形で用いられるのが好ましい。ハ
ロゲン化銀は、光センサとしての特性に優れている。
【０１３９】
　ハロゲン化銀写真感光材料の写真乳剤の形で好ましく用いられるハロゲン化銀について
説明する。
【０１４０】
　本実施の形態では、光センサとして機能させるためにハロゲン化銀を使用することが好
ましく、ハロゲン化銀に関する銀塩写真フイルムや印画紙、印刷製版用フイルム、フォト
マスク用エマルジョンマスク等で用いられる技術は、本実施の形態においても用いること
ができる。
【０１４１】
　上記ハロゲン化銀に含有されるハロゲン元素は、塩素、臭素、ヨウ素及びフッ素のいず
れであってもよく、これらの組み合わせでもよい。例えば、ＡｇＣｌ、ＡｇＢｒ、ＡｇＩ
を主体としたハロゲン化銀が好ましく用いられ、さらにＡｇＢｒやＡｇＣｌを主体とした
ハロゲン化銀が好ましく用いられる。塩臭化銀、沃塩臭化銀、沃臭化銀もまた好ましく用
いられる。より好ましくは、塩臭化銀、臭化銀、沃塩臭化銀、沃臭化銀であり、最も好ま
しくは、塩化銀５０モル％以上を含有する塩臭化銀、沃塩臭化銀が用いられる。
【０１４２】
　なお、ここで、「ＡｇＢｒ（臭化銀）を主体としたハロゲン化銀」とは、ハロゲン化銀
組成中に占める臭化物イオンのモル分率が５０％以上のハロゲン化銀をいう。このＡｇＢ
ｒを主体としたハロゲン化銀粒子は、臭化物イオンのほかに沃化物イオン、塩化物イオン
を含有していてもよい。
【０１４３】
　本実施の形態に用いられるハロゲン化銀乳剤は、ＶＩＩＩ族、ＶＩＩＢ族に属する金属
を含有してもよい。特に、４以上の階調を得るためや低かぶりを達成するために、ロジウ
ム化合物、イリジウム化合物、ルテニウム化合物、鉄化合物、オスミウム化合物等を含有
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することが好ましい。
【０１４４】
　また、高感度化のためにはＫ4〔Ｆｅ（ＣＮ）6〕やＫ4〔Ｒｕ（ＣＮ）6〕、Ｋ3〔Ｃｒ
（ＣＮ）6〕のごとき六シアノ化金属錯体のドープが有利に行われる。
【０１４５】
　これらの化合物の添加量はハロゲン化銀１モル当り１０-10～１０-2モル／モルＡｇで
あることが好ましく、１０-9～１０-3モル／モルＡｇであることがさらに好ましい。
【０１４６】
　その他、本実施の形態では、Ｐｄ（ＩＩ）イオン及び／又はＰｄ金属を含有するハロゲ
ン化銀も好ましく用いることができる。Ｐｄはハロゲン化銀粒子内に均一に分布していて
もよいが、ハロゲン化銀粒子の表層近傍に含有させることが好ましい。ここで、Ｐｄが「
ハロゲン化銀粒子の表層近傍に含有する」とは、ハロゲン化銀粒子の表面から深さ方向に
５０ｎｍ以内において、他層よりもパラジウムの含有率が高い層を有することを意味する
。
【０１４７】
　このようなハロゲン化銀粒子は、ハロゲン化銀粒子を形成する途中でＰｄを添加するこ
とにより作製することができ、銀イオンとハロゲンイオンとをそれぞれ総添加量の５０％
以上添加した後に、Ｐｄを添加することが好ましい。また、Ｐｄ（ＩＩ）イオンを後熟時
に添加する等の方法でハロゲン化銀表層に存在させることも好ましい。
【０１４８】
　このＰｄ含有ハロゲン化銀粒子は、物理現像や無電解めっきの速度を速め、所望の発熱
体の生産効率を上げ、生産コストの低減に寄与する。Ｐｄは、無電解めっき触媒としてよ
く知られて用いられているが、本発明では、ハロゲン化銀粒子の表層にＰｄを偏在させる
ことが可能なため、極めて高価なＰｄを節約することが可能である。
【０１４９】
　本実施の形態において、ハロゲン化銀に含まれるＰｄイオン及び／又はＰｄ金属の含有
率は、ハロゲン化銀の、銀のモル数に対して１０-4～０．５モル／モルＡｇであることが
好ましく、０．０１～０．３モル／モルＡｇであることがさらに好ましい。
【０１５０】
　使用するＰｄ化合物の例としては、ＰｄＣｌ4や、Ｎａ2ＰｄＣｌ4等が挙げられる。
【０１５１】
　本実施の形態では、さらに光センサとしての感度を向上させるため、写真乳剤で行われ
る化学増感を施すこともできる。化学増感の方法としては、硫黄増感、セレン増感、テル
ル増感等のカルコゲン増感、金増感等の貴金属増感、還元増感等を用いることができる。
これらは、単独又は組み合わせて用いられる。上記化学増感の方法を組み合わせて使用す
る場合には、例えば、硫黄増感法と金増感法、硫黄増感法とセレン増感法と金増感法、硫
黄増感法とテルル増感法と金増感法等の組み合わせが好ましい。
【０１５２】
　＜バインダ＞
　乳剤層には、銀塩粒子を均一に分散させ、且つ、乳剤層と支持体との密着を補助する目
的でバインダを用いることができる。本発明において、上記バインダとしては、非水溶性
ポリマー及び水溶性ポリマーのいずれもバインダとして用いることができるが、水溶性ポ
リマーを用いることが好ましい。
【０１５３】
　上記バインダとしては、例えば、ゼラチン、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビ
ニルピロリドン（ＰＶＰ）、澱粉等の多糖類、セルロース及びその誘導体、ポリエチレン
オキサイド、ポリサッカライド、ポリビニルアミン、キトサン、ポリリジン、ポリアクリ
ル酸、ポリアルギン酸、ポリヒアルロン酸、カルボキシセルロース等が挙げられる。これ
らは、官能基のイオン性によって中性、陰イオン性、陽イオン性の性質を有する。
【０１５４】
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　乳剤層中に含有されるバインダの含有量は、特に限定されず、分散性と密着性を発揮し
得る範囲で適宜決定することができる。例えば乳剤層中に含有されるバインダの含有量と
して、銀塩含有層中のＡｇ／バインダ体積比が１／４以上になるように調節したり、１／
２以上になるように調節することができる。
【０１５５】
　＜溶媒＞
　上記乳剤層の形成に用いられる溶媒は、特に限定されるものではないが、例えば、水、
有機溶媒（例えば、メタノール等のアルコール類、アセトン等のケトン類、ホルムアミド
等のアミド類、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類、酢酸エチル等のエステル類、
エーテル類等）、イオン性液体、及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。
【０１５６】
　本発明の乳剤層に用いられる溶媒の含有量は、前記乳剤層に含まれる銀塩、バインダ等
の合計の質量に対して３０～９０質量％の範囲であり、５０～８０質量％の範囲であるこ
とが好ましい。
【０１５７】
　次に、導電部１４を形成するための各工程について説明する。
【０１５８】
［露光］
　本実施の形態では、透明フイルム基材１２上に設けられた銀塩乳剤層５８を有する感光
材料への露光が行われる。露光は、電磁波を用いて行うことができる。電磁波としては、
例えば、可視光線、紫外線等の光、Ｘ線等の放射線等が挙げられる。さらに露光には波長
分布を有する光源を利用してもよく、特定の波長の光源を用いてもよい。
【０１５９】
　パターン像を形成させる露光方式としては、均一光をマスクパターンを介して感光面に
照射してマスクパターンを像様形成させる面露光方式と、レーザ光等のビームを走査して
パターン状の照射部を感光性面上に形成させる走査露光方式とがある。コンパクトで、安
価、さらに寿命が長く、安定性が高い装置を設計するためには、露光は半導体レーザを用
いて行うことが最も好ましい。
【０１６０】
［現像処理］
　本実施の形態では、乳剤層を露光した後、さらに現像処理が行われる。現像処理は、銀
塩写真フイルムや印画紙、印刷製版用フイルム、フォトマスク用エマルジョンマスク等に
用いられる通常の現像処理の技術を用いることができる。現像液については特に限定はし
ないが、ＰＱ現像液、ＭＱ現像液、ＭＡＡ現像液等を用いることもでき、市販品では、例
えば、富士フイルム社処方のＣＮ－１６、ＣＲ－５６、ＣＰ４５Ｘ、ＦＤ－３、パピトー
ル、ＫＯＤＡＫ社処方のＣ－４１、Ｅ－６、ＲＡ－４、Ｄ－１９、Ｄ－７２等の現像液、
又はそのキットに含まれる現像液を用いることができる。また、リス現像液を用いること
もできる。
【０１６１】
　リス現像液としては、ＫＯＤＡＫ社処方のＤ８５等を用いることができる。本発明では
、上記の露光及び現像処理を行うことにより露光部に金属銀部４４、好ましくはパターン
状金属銀部が形成されると共に、未露光部に上述した光透過性部４６が形成される。
【０１６２】
　現像処理で用いられる現像液は、画質を向上させる目的で、画質向上剤を含有すること
ができる。画質向上剤としては、例えばベンゾトリアゾール等の含窒素へテロ環化合物を
挙げることができる。また、リス現像液を利用する場合、特に、ポリエチレングリコール
を使用することも好ましい。
【０１６３】
　現像処理後の露光部に含まれる金属銀の質量は、露光前の露光部に含まれていた銀の質
量に対して５０質量％以上の含有率であることが好ましく、８０質量％以上であることが
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対して５０質量％以上であれば、高い導電性を得ることができるため好ましい。
【０１６４】
　本実施の形態における現像処理後の階調は、特に限定されるものではないが、４．０を
超えることが好ましい。現像処理後の階調が４．０を超えると、光透過性部の透光性を高
く保ったまま、導電性金属部の導電性を高めることができる。階調を４．０以上にする手
段としては、例えば、前述のロジウムイオン、イリジウムイオンのドープが挙げられる。
【０１６５】
［物理現像及びめっき処理］
　本実施の形態では、上述した露光及び現像処理により形成された金属銀部４４の導電性
を向上させる目的で、金属銀部４４に導電性金属粒子を担持させるための物理現像及び／
又はめっき処理を行ってもよい。本実施の形態では物理現像又はめっき処理のいずれか一
方のみで導電性金属粒子を金属銀部４４に担持させることが可能であるが、さらに物理現
像とめっき処理とを組み合わせて導電性金属粒子を金属銀部４４に担持させることもでき
る。
【０１６６】
［カレンダー処理］
　現像処理済みの金属銀部４４（全面金属銀部、金属メッシュパターン部又は金属配線パ
ターン部）にカレンダー処理を施して平滑化するようにしてもよい。これによって金属銀
部４４の導電性が顕著に増大する。カレンダー処理は、カレンダーロールにより行うこと
ができる。カレンダーロールは通常一対のロールからなる。
【０１６７】
　カレンダー処理に用いられるロールとしては、エポキシ、ポリイミド、ポリアミド、ポ
リイミドアミド等のプラスチックロール又は金属ロールが用いられる。特に、両面に乳剤
層を有する場合は、金属ロール同士で処理することが好ましい。片面に乳剤層を有する場
合は、シワ防止の点から金属ロールとプラスチックロールの組み合わせとすることもでき
る。線圧力の上限値は１９６０Ｎ／ｃｍ（２００ｋｇｆ／ｃｍ、面圧に換算すると６９９
．４ｋｇｆ／ｃｍ2）以上、さらに好ましくは２９４０Ｎ／ｃｍ（３００ｋｇｆ／ｃｍ、
面圧に換算すると９３５．８ｋｇｆ／ｃｍ2）以上である。線圧力の上限値は、６８８０
Ｎ／ｃｍ（７００ｋｇｆ／ｃｍ）以下である。
【０１６８】
　カレンダーロールで代表される平滑化処理の適用温度は１０℃（温調なし）～１００℃
が好ましく、より好ましい温度は、金属メッシュパターンや金属配線パターンの画線密度
や形状、バインダ種によって異なるが、おおよそ１０℃（温調なし）～５０℃の範囲にあ
る。
【０１６９】
［蒸気接触処理］
　カレンダー処理の直前あるいは直後に蒸気に接触させるとカレンダー処理による効果を
より引き出すことができる。すなわち、導電性を著しく向上させることができる。使用す
る蒸気の温度は８０℃以上が好ましく、１００℃以上１４０℃以下がさらに好ましい。蒸
気への接触時間は１０秒から５分程度が好ましく、１分から５分がさらに好ましい。
【０１７０】
　なお、本発明は、下記表１及び表２に記載の公開公報及び国際公開パンフレットの技術
と適宜組合わせて使用することができる。「特開」、「号公報」、「号パンフレット」等
の表記は省略する。
【０１７１】
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【表１】

【０１７２】
【表２】

【実施例】
【０１７３】
　以下に、本発明の実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。なお、以下の実施
例に示される材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない
限り適宜変更することができる。従って、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的
に解釈されるべきものではない。
【０１７４】
［第１実施例］
（ハロゲン化銀感光材料）
　水媒体中のＡｇ６０ｇに対してゼラチン１０．０ｇを含む、球相当径平均０．１μｍの
沃臭塩化銀粒子（Ｉ＝０．２モル％、Ｂｒ＝４０モル％）を含有する乳剤を調製した。
【０１７５】
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　また、この乳剤中にはＫ3Ｒｈ2Ｂｒ9及びＫ2ＩｒＣｌ6を濃度が１０-7（モル／モル銀
）になるように添加し、臭化銀粒子にＲｈイオンとＩｒイオンをドープした。この乳剤に
Ｎａ2ＰｄＣｌ4を添加し、さらに塩化金酸とチオ硫酸ナトリウムを用いて金硫黄増感を行
った後、ゼラチン硬膜剤と共に、銀の塗布量が１ｇ／ｍ2となるようにポリエチレンテレ
フタレート（ＰＥＴ）上に塗布した。この際、Ａｇ／ゼラチン体積比は１／２とした。
【０１７６】
　幅３０ｃｍのＰＥＴ支持体に２５ｃｍの幅で２０ｍ分塗布を行ない、塗布の中央部２４
ｃｍを残すように両端を３ｃｍずつ切り落としてロール状のハロゲン化銀感光材料を得た
。
【０１７７】
（露光パターンの生成）
　図４のステップＳ１０１における初期関数として、基準となる正弦波情報を入力した。
この正弦波情報は、半周期が１．３５ｍｍ、振幅が０．５ｍｍである。また、ステップＳ
１０２での初期設定として、波線路２０間の間隔を２．７ｍｍとした。この際、振幅が線
間隔を越えない範囲で設定した。波線路２０の線幅を２０μｍ、半周期の波線の個数Ｎａ
を１２０個、主線路パターン２２に含まれる波線路２０の本数Ｎｂを６０本、隣接する一
組の波線路２０間に配線される副線路２４の本数Ｎｃを２本とした。
【０１７８】
　擬似乱数発生器には、例としてＭｅｒｓｅｎｎｅ　Ｔｗｉｓｔｅｒを用い、周期が２19

937－１となる。不規則性は、基準となる正弦波の周期、振幅、線間隔に対して、最大何
パーセントまで許容するかで規定した。周期に±５０％、振幅に±３０％、線間隔に±１
０％と設定した場合、周期は最大で｜０．６７５｜ｍｍ、振幅は｜０．１５｜ｍｍ、線間
隔は｜０．２７｜ｍｍの範囲で変化させることができる。図４～図６に示すフローチャー
トで示すように、波線２０ａを半周期分描画する毎に、上記乱数発生器により擬似乱数を
取得（０－１００に変換）し、次に描画する半周期分のパラメータを更新するようにした
。
【０１７９】
　一方向に不規則性を有する波線２０ａが１２０個描画されると、線間隔に上記範囲の不
規則性を有した線間隔をあけて隣接する波線路２０を描画する。この際の線間隔も１ライ
ン描画されるごとに乱数を取得して更新される。
【０１８０】
　一方向の波線路２０の描画、すなわち、主線路パターン２２の描画が終わると、既に描
画された主線路パターン２２の各行間に設定された本数だけ、閉区画２６の面積が同じに
なるように、副線路２４を描画した。
【０１８１】
　露光パターンの描画（主線路パターン２２の描画及び副線路の描画）が終了した段階で
、露光パターンを露光装置に入力した。
【０１８２】
（露光）
　ハロゲン化銀感光材料に対する露光パターンの露光は、特開２００４－１２２４号公報
の発明の実施の形態記載のＤＭＤ（デジタル・ミラー・デバイス）を用いた露光ヘッドを
２５ｃｍ幅になるように並べ、感光材料の感光層上にレーザ光が結像するように露光ヘッ
ド及び露光ステージを湾曲させて配置し、感材送り出し機構及び巻取り機構を取り付けた
上、露光面のテンション制御及び巻取り、送り出し機構の速度変動が露光部分の速度に影
響しないようにバッファ作用を有する撓みを設けた連続露光装置にて行った。露光の波長
は４００ｎｍで、ビーム形は１２μｍの略正方形、及びレーザ光源の出力は１００μＪで
あった。
【０１８３】
（現像処理）
・現像液１Ｌ処方
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　　　ハイドロキノン　　　　　　　　　　　　２０　ｇ
　　　亜硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　　５０　ｇ
　　　炭酸カリウム　　　　　　　　　　　　　４０　ｇ
　　　エチレンジアミン・四酢酸　　　　　　　　２　ｇ
　　　臭化カリウム　　　　　　　　　　　　　　３　ｇ
　　　ポリエチレングリコール２０００　　　　　１　ｇ
　　　水酸化カリウム　　　　　　　　　　　　　４　ｇ
　　　ｐＨ　　　　　　　　　　　　　　１０．３に調整
・定着液１Ｌ処方
　　　チオ硫酸アンモニウム液（７５％）　　３００　ｍｌ
　　　亜硫酸アンモニウム・１水塩　　　　　　２５　ｇ
　　　１，３－ジアミノプロパン・四酢酸　　　　　８　ｇ
　　　酢酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　５　ｇ
　　　アンモニア水（２７％）　　　　　　　　　１　ｇ
　　　ｐＨ　　　　　　　　　　　　　　　６．２に調整
【０１８４】
　上記処理剤を用いて露光済み感材を、富士フイルム社製自動現像機　ＦＧ－７１０ＰＴ
Ｓを用いて処理条件：現像３５℃　３０秒、定着３４℃　２３秒、水洗　流水（５Ｌ／分
）の２０秒処理で行った。
【０１８５】
　ランニング条件として、感材の処理量を１００ｍ2／日で現像液の補充を５００ｍｌ／
ｍ2、定着液を６４０ｍｌ／ｍ2で３日間行った。このとき、めっき処理後の銅のパターン
が１２μｍ線幅３００ミクロンピッチであることが確認された。
【０１８６】
　さらに、めっき液（硫酸銅０．０６モル／Ｌ，ホルマリン０．２２モル／Ｌ，トリエタ
ノールアミン０．１２モル／Ｌ，ポリエチレングリコール１００ｐｐｍ、黄血塩５０ｐｐ
ｍ、α、α‘－ビピリジン２０ｐｐｍを含有する、ｐＨ＝１２．５の無電解Ｃｕめっき液
）を用い、４５℃にて無電解銅めっき処理を行った後、１０ｐｐｍのＦｅ（ＩＩＩ）イオ
ンを含有する水溶液で酸化処理を行ない、１０種類の導電性フイルムを得た。
【０１８７】
〔評価〕
（表面抵抗測定）
　表面抵抗率の均一性を評価するために、導電性フイルム１０の表面抵抗率をダイアイン
スツルメンツ社製ロレスターＧＰ（型番ＭＣＰ－Ｔ６１０）直列４探針プローブ（ＡＳＰ
）にて任意の１０箇所測定した値の平均値である。
【０１８８】
（ぎらつきの評価）
　導電性フイルム１０を設置するための透明板を配置する。透明板は厚さ５ｍｍのガラス
でできており、窓ガラスを模している。透明板に導電性フイルムを貼り付け、部屋を暗室
にし、透明板から３ｍの距離に白熱灯（４０ワット球）を点灯させ、透明板越しに光を観
察し、回折光の干渉によるぎらつきの目視観察・評価を行った。ぎらつきの視認性は透明
板の正面（導電性フイルム１０が設置された面）から観察距離１ｍで行った。
【０１８９】
（評価結果）
　１０枚の導電性フイルム共に、ぎらつきは顕在化せず、表面抵抗率も透明発熱体として
十分に実用化できるレベルであり、透光性も良好であった。
【０１９０】
［第２実施例］
　次に、図４～図６に示すパターン生成処理を調整して、閉区画（四角形）の第１辺の長
さＬ１と第２辺の長さＬ２の比（Ｌ１／Ｌ２）を様々に変え、第１実施例と同様にして、
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示すように、サンプル１は比（Ｌ１／Ｌ２）が１、サンプル２は比（Ｌ１／Ｌ２）が２．
５、サンプル３は比（Ｌ１／Ｌ２）が５、サンプル４は比（Ｌ１／Ｌ２）が１０、サンプ
ル５は比（Ｌ１／Ｌ２）が５０、サンプル６は比（Ｌ１／Ｌ２）が１００である。
【０１９１】
　サンプル１～６について、４名の評価者によって、回折像及び配線視認性の官能評価を
行った。評価結果を図１１に示す。図１１のグラフは、横軸に比（Ｌ１／Ｌ２）、縦軸に
評価点をとったものである。回折像の評価結果を「△」、配線視認性の評価結果を「○」
で示す。また、評価点の内訳は、以下の通りである。
　　　　　評価点０：非常に目立つ
　　　　　評価点１：目立つ
　　　　　評価点２：わずかに目立つ
　　　　　評価点３：ほとんど目立たない
　　　　　評価点４：全く目立たない
【０１９２】
　図１１の評価結果から、比（Ｌ１／Ｌ２）が５以上であれば、回折像及び配線視認性が
ほとんど目立たず、比（Ｌ１／Ｌ２）が５０以上であれば、回折像及び配線視認性が目立
たないことがわかる。
【０１９３】
　なお、本発明に係る導電性フイルム及び透明発熱体は、上述の実施の形態に限らず、本
発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。
【符号の説明】
【０１９４】
１０…導電性フイルム　　　　　　　　　１２…透明フイルム基材
１４…導電部　　　　　　　　　　　　　１６…開口部
２０…波線路　　　　　　　　　　　　　２０ａ…波線
２２…主線路パターン　　　　　　　　　２４…副線路
４０…銀塩感光層
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